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私たち税理士法人プライスウォーターハウスク

ーパースは、全世界149カ国に14万人のスタ
ッフを擁する世界最大級の会計事務所プライ

スウォータハウスクーパース(PwC)の日本に
おけるメンバーファームです。日本最大級のタ

ックスアドバイザーとして、公認会計士、税理

士等約480人のスタッフから成る専門家集団
であり、そのうち約100名が金融部に所属して
います。  
PwCのグローバルネットワークの価値を最大
限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Money
としてご満足をいただけるサービスを提供する

ことが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を前
提としておりますので、個別案件への応用またはよ

り専門的な案件の取引への取組に際しましては、是

非私どもの金融部を皆様の良きパートナーとしてご

利用下さい。 
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組織再編成における事業関連性の判定 
 
 
 
企業の組織再編行為が、税務上、適格組織再編成に該当すること

とされるカテゴリーの一つとして、共同事業を営むための組織再編

成がありますが、その要件の一つとして、事業関連性に関する要件

があります。これは、合併を例にした場合、被合併法人の合併前に

営む主要な事業のうちいずれかの事業（被合併事業）と合併法人

の合併前に営む事業のうちいずれかの事業（合併事業）とが相互

に関連していることを要求するものです。この点、従前は、法令上

事業関連性の要件として、単に「合併に係る被合併法人の被合併

事業と合併法人の合併事業とが相互に関連するものであること」と

規定されているのみであったため、どのような場合に被合併事業と

合併事業とが相互に関連しているものと判断されるかが実務上明

確ではありませんでした。 
 
平成19年4月13日に公表された財務省令において、このような組
織再編成税制における事業関連性の判定についての詳細な要件

が定められました。本ニュースレターでは、その概要を紹介いたし

ます。 
 



 (2)

1. 事業関連性の判定基準 
 
新設された法人税法施行規則第3条の規定によれば、合併に係る被合併法人の被合併事業と合併法人の
合併事業とが相互に関連しているものと判断するためには、以下の一および二の要件を満たす必要があり

ます。 
 
一 被合併法人および合併法人が合併直前においてそれぞれ以下の要件のすべてに該当すること 
 
イ 事務所、店舗、工場その他の固定施設1を所有しまたは賃借していること 
ロ 従業者（役員にあっては、その法人の業務に専ら従事するものに限ります。）があること 
ハ 自己の名義をもって、かつ、自己の計算において以下のいずれかの行為をしていること 

(1) 商品販売等2 
(2) 広告または宣伝による商品販売等に関する契約の申込みまたは締結の勧誘 
(3) 商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査 
(4) 商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等についての申請または当該許認
可等に係る権利の保有 

(5) 知的財産権3の取得をするための出願もしくは登録（移転の登録を除きます。）の請求もしくは申請

等、知的財産権等4の移転の登録（実施権および使用権にあっては、これらの登録を含みます。）の

請求もしくは申請等または知的財産権もしくは知的財産権等の所有 
(6) 商品販売等を行うために必要となる資産（固定施設を除きます。）の所有または賃借 
(7) (1)から(6)までに掲げる行為に類するもの 

 
二 被合併事業と合併事業が合併直前において以下に掲げるいずれかの関係があること 
 
イ 被合併事業と合併事業とが同種のものであること 
ロ 被合併事業に係る商品、資産もしくは役務（それぞれ販売され、貸し付けられ、または提供されるもの
に限ります。）または経営資源5と合併事業に係る商品、資産もしくは役務または経営資源とが同一の

ものまたは類似するものであること 
ハ 被合併事業と合併事業とが合併後に当該被合併事業に係る商品、資産もしくは役務または経営資源

と当該合併事業に係る商品、資産もしくは役務または経営資源とを活用して営まれることが見込まれて

いること 
 
なお、被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業とが、合併後に被合併事業に係る商品、資産もしく

は役務または経営資源と合併事業に係る商品、資産もしくは役務または経営資源とを活用して一体として営

まれている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、上記に掲げた二の要件に該当するものと推定され

ます。 
 
 
 
 
 

                                                  
1
その本店または主たる事務所の所在地がある国または地域にあるこれらの施設をいいます。 

2
商品の販売、資産の貸付けまたは役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発もしくは生産または役務の開発

を含みます。 
3
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利

益に係る権利をいいます。 
4
知的財産権（実施権および使用権を含みます。）のうち、商品販売等を行うために必要となるものをいいます。 

5
事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術または従業者の有する技能もしくは知識、事業に係る商品の生産もしくは

販売の方式または役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいいます。 
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2. 合併以外の組織再編行為への準用等 
 
上記の規定は、分割、現物出資、株式交換および株式移転の共同事業要件における事業関連性の判断に

おいても準用されます。また、適格合併等に係る欠損金の繰越しおよび欠損金の引継ぎの規定において被

合併等事業と合併等事業が相互に関連するものに該当するかどうかの判定を行う際にも準用されます。 
 
 

 

より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡下さい。 
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